
第４章 国際登録出願の後に行う手続 

 

 

 

意見書（見 本） 
 

特許庁長官 殿 
 

年  月  日 
 

１．事件の表示 

 

  特許庁整理番号 

 

  出願人の書類記号・番号 

 

  ＷＩＰＯの書類記号・番号 

 

 

２．出願人（国際登録出願に使用した言語で記載してください） 

 

  氏 名（名 称）                        

 

 

３．代理人（国際登録出願に使用した言語で記載してください） 

 

  氏 名（名 称）                        

 

４．意見・是正提案の内容 

 

   別紙のとおり 
 

 
 

特許庁では別紙（意見書（英語版）に国際意匠・商標出願室長名のカバーレター

を付して国際事務局へ送付します。 

 

意見書（英語版）の記載例は次頁をご参照ください。 

 

※Madrid e-Filingにより国際登録出願を行った場合は、Madrid e-Filingの画面上で、欠陥通報に

対する意見の内容を入力して提出しますので、「意見書」書面の特許庁への提出は不要で

す。操作方法については、特許庁ホームページに掲載の「Madrid e-Filingユーザーガイド」を

参照してください。 
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